
ショートステイ利用料金表

平成29年4月現在

(1)ショートステイ　（併設型ユニット型個室）　 （単位：円）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
サービス利用に係る自己負担額 715 784 859 929 998
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

機能訓練指導体制加算

夜勤職員配置加算(Ⅱ)

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 46 50 55 59 63

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第１段階 1,926 1,999 2,079 2,153 2,226

第２段階 2,016 2,089 2,169 2,243 2,316

第３段階 2,766 2,839 2,919 2,993 3,066

第４段階 4,156 4,229 4,309 4,383 4,456

送迎加算（必要な方のみ） 片道 195 円がかかります。

(2)ショートステイ　（併設型多床室）　 （単位：円）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
サービス利用に係る自己負担額 715 784 859 929 998
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

機能訓練指導体制加算

夜勤職員配置加算(Ⅰ)

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 46 50 54 59 63

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第１段階 1,101 1,174 1,253 1,328 1,401

第２段階 1,511 1,584 1,663 1,738 1,811

第３段階 1,771 1,844 1,923 1,998 2,071

第４段階 3,021 3,094 3,173 3,248 3,321

送迎加算（必要な方のみ） 片道 195 円がかかります。

併設型多床室利用（空床利用） 居住費 （日額） （滞在費） は、一律　￥840　となります。

○ 利用者負担段階
段　　　階 対　　　象 自己負担上限額

◎市町村民税世帯非課税で、老齢福祉年金を受給されている方
◎生活保護を受けている方
◎市町村民税世帯非課税で
　課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下の方
◎市長村民税世帯非課税で
　利用者負担第２段階以外の方
　　（課税年金収入が８０万円超２６６万未満の人など）

第４段階 上記以外の方（世帯課税者）
高額介護サービス費
介護保険サービスに利用に際し、１ヶ月あたりの１割の自己負担の額が上記の上限額を超えた場合に、その差額
（表中の介護保険分との差額です）が払い戻されます。

利用料合計（日額）目安

介護保険分

13

13

19

居住費（日額）（滞在費）

820

820

1,310

1,970

食費（日額）

300

390

650

1,380

利用料合計（日額）目安

介護保険分

13

13

14

食費（日額）

300

390

650

1,380

居住費（日額）（滞在費）

0

320

320

840

24,600

15,000

15,000

第３段階

第１段階

第２段階


